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７
月
の
お
知
ら
せ

仙台市政だより　30.７. 1

□注意事項

□申込時の必要事項

□電話番号案内

□仙台市ホームページ
https://www.city.sendai.jp/
   仙台市携帯電話用ホームページ
https://www.city.sendai.jp/m/

仙台市役所
青葉区役所
宮城野区役所
若林区役所
太白区役所
泉区役所
宮城総合支所
秋保総合支所

261・1111（代）
225・7211（代）
291・2111（代）
282・1111（代）
247・1111（代）
372・3111（代）
392・2111（代）
399・2111（代）

右記の項目を（往復はがきには
返信先も）記入してください。
特に記載のないものは、はがき
１通につき１人、締切日消印有効。 申申し込み 問問い合わせ 申・問申し込み・問い合わせ

〔先着〕先着順  〔抽選〕申し込み多数のときは抽選

□お知らせの見方

お 知 ら せ○申し込む内容
　（講座名等）
○〒住所
○氏名（フリガナ）
○電話・
　ファクス番号
○その他必要事項

　 仙台市広報課Facebookページ
httpｓ://www.facebook.com/sendaipr/

□

□

●催しは、７月6日からの内容を掲載しています
●料金の記載のないものは無料（入館料が必要な施設あり）
●休館日等は事前にご確認ください
●来庁 ・ 来場の際は公共交通機関をご利用ください
●ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921、
　☎214 ・1150へお問い合わせください
●市役所への郵便は郵便番号（〒980-8671）と課名のみ
　で届きます

仙台市の人口：６月１日現在（対前月増減数）男:529,396人　女:558,631人　計1,088,027人（+781）　513,791世帯（+765）

訪
問
型
生
活
支
援
モ
デ
ル
事
業 

を
行
う
団
体
を
支
援
し
ま
す

　
地
域
に
お
け
る
住
民
同
士
の
支
え

合
い
活
動
と
し
て
、
高
齢
者
の
日
常

生
活
を
支
援
す
る
モ
デ
ル
事
業
を
行

う
団
体
に
、
経
費
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

●
事
業
名‖

生
活
支
援
活
動
（
訪
問

型
サ
ー
ビ
ス
）　
●
活
動
内
容
例‖

掃
除
、
洗
濯
、
買
い
物
、
薬
の
受
け

取
り
、
調
理
、
ご
み
出
し
な
ど
　

泉
区
の
一
部
地
域
の
住
所
が
新

し
く
な
り
ま
す

　
７
月
23
日
㈪
か
ら
、
泉
第
二
中
山

地
区
の
町
名
が
変
わ
り
ま
す
。

問
区
政
課
☎
214
・
６
１
２
７

変
更
前
の
町
名

変
更
後
の
町
名

【
実
沢
字
】
男
生
山
・
戸

平
・
茂
倉
山
・
八
乙
女
堰

上
・
八
乙
女
出
戸
・
八
乙

女
札
原
下
・
八
乙
女
前
・

八
乙
女
持
山
の
各
一
部
、

八
乙
女
鬼
田
・
八
乙
女
前

屋
敷
の
全
部

西に
し
中な

か
山や

ま
一
丁
目

【
実
沢
字
】
男
生
山
・
茂

倉
山
の
各
一
部

西
中
山
二
丁
目

東
北
自
動
車
道

●館小学校

西中山二丁目

西中山一丁目

海
岸
公
園
（
井
土
地
区
）
冒
険

広
場
・
馬
術
場
を
開
園
し
ま
す

　
東
日
本
大
震
災
の
津
波
で
被
災
し

た
海
岸
公
園
4
地
区
で
は
、
復
旧
工

事
を
行
い
、
完
成
し
た
地
区
か
ら
順

次
開
園
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
た
び
、

井
土
地
区
の
海
岸
公
園
の
復
旧
工
事

が
完
了
し
、
4
地
区
全
て
が
利
用
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

●
一
般
開
放
開
始
日
時‖

7
月
8
日

㈰
午
後
１
時
〜　
問
公
園
課
☎
214
･

８
３
９
６

仙
台
空
襲
の
日
に
「
戦
没
者
戦

災
死
者
合
同
慰
霊
祭
」
を
開
催

し
ま
す

●
日
時‖

７
月
10
日
㈫
午
後
２
時
〜

３
時　
●
会
場‖

日
立
シ
ス
テ
ム
ズ

ホ
ー
ル
仙
台　
●
直
接
会
場
へ　
問

社
会
課
☎
214
・
8
1
5
8

都
市
計
画
の
案
が
縦
覧
で
き
ま

す●
縦
覧
期
間‖

７
月
27
日
㈮
〜
８
月

９
日
㈭（
閉
庁
日
を
除
く
）　
●
縦

覧
場
所‖

市
役
所
本
庁
舎
7
階
都
市

計
画
課　
●
縦
覧
内
容‖

仙
塩
広
域

都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
（
川
平

無
縁
故
者
慰
霊
祭                

●
日
時‖

８
月
１
日
㈬
午
前
10
時
〜

10
時
半　
●
会
場‖

葛
岡
墓
園
内
無

国民健康保険・後期高齢者医療制度の
　高額療養費が一部変わります

　ひと月に支払った医療費が高額になり、上限額を超
えてお支払いいただいた分を払い戻す高額療養費制度
について、８月診療分から、70歳以上の方の限度額が
変わります。70歳未満の方および70歳以上で市町村
民税非課税世帯の方は変更ありません。

●高額療養費の支給対象となる場合は、診療を受けた
月の３カ月後にお知らせを郵送します。なお、支給申
請の際は、医療機関の領収書が必要となります
問区役所・宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所
保健福祉課

７
月
ま
で

所得区分 外来（個人ごと）外来＋入院（世帯ごと）

現役並み
所得者 57,600円

80,100円＋
（医療費－267,000円）

×１％
【多数回44,400円】

一般
14,000円

（年間144,000
円上限）

57,600円
【多数回44,400円】

８
月
か
ら

所得区分 外来（個人ごと）外来＋入院（世帯ごと）

現
役
並
み
所
得
者

課税所得
690万円以上

252,600円＋（医療費－842,000円）
×１％

【多数回140,100円】
課税所得
380万円以上
690万円未満

167,400円＋（医療費－558,000円）
×１％

【多数回93,000円】
課税所得
145万円以上
380万円未満

80,100円＋（医療費－267,000円）
×１％

【多数回44,400円】

一般
18,000円

（年間144,000
円上限）

57,600円
【多数回44,400円】

▼

※【多数回】は、診療月を含む過去12カ月以内に限度額を超
えた月数が３回以上あった場合の４回目以降の限度額

●
受
付
期
間‖

７
月
25
日
㈬
〜
８
月

３
日
㈮　
●
審
査
に
よ
り
補
助
団
体

を
決
定
し
ま
す　
●
応
募
要
件
な
ど

詳
し
く
は
、
７
月
２
日
か
ら
市
役
所

本
庁
舎
８
階
高
齢
企
画
課
で
配
布
す

る
募
集
要
項
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い　
申
募
集
要
項

に
添
付
の
申
請
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
で　

募
集
説
明
会

●
日
時‖

７
月
20
日
㈮
午
前
10
時
〜

11
時　
●
会
場‖

市
役
所
本
庁
舎
６

階　
●
直
接
会
場
へ

※
い
ず
れ
も
問
高
齢
企
画
課
☎
214
・

8
1
6
８

縁
故
者
納
骨
堂　
●
直
接
会
場
へ

問
保
護
自
立
支
援
課
☎
214
・
３
８
３

４

地
区
）、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
高
度

地
区
の
変
更（
川
平
地
区
）、仙
塩
広

域
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の

廃
止
（
八
木
山
南
地
区
）　
●
縦
覧

期
間
中
に
意
見
書
を
提
出
で
き
ま
す

問
都
市
計
画
課
☎
214 

・
８
２
９
４


